
 
 

 

2008 年Ｇ８サミットＮＧＯフォーラム 第 2期（2007 年 9 月 18 日～2008 年 9 月） 

参 加 団 体 

記入日：2008年 6月 2日 
 

＊団体名：（日本語） 特定非営利活動法人 国際子ども権利センター                          

     （英語） Japan International Center for the Rights of the Child                        

   
＊住所：〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル３Ｆ                                                  
＊Tel：03-5817-3980              Fax： 03-5817-3980                           
＊連絡用 E-mail：info@c-rights.org                                                                               
＊ウェブサイト：http://www.c-rights.org                                                                      
 
参加ユニット：                                          参加の形態： 

  
  
  
  

 
団体の設立年月日 

1992 年 6月（NPO法人設立は 2007 年 6月） 

団体設立の経緯と目的 

国連子どもの権利条約を普及させるために設立し、2007 年に NPO 法人化。世界のすべての子どもたちが、子どもの権利

を保障され、それぞれの幸福を追求できるような世界をつくることを寄与することを目的とする。 

代表者名 

甲斐田 万智子 

団体の主な活動内容 

カンボジアとインドで、人身売買や子どもの売春、児童労働などの危険から守られるために、子どもたち自身が子どもの

権利を学ぶ機会を提供。カンボジアの貧困家庭の少女に奨学金などの通学支援を実施、少女たちが自立のために作った手

工芸品の日本での販売と技術指導。子どもの商業的性的搾取（CSEC）に反対する世界会議への参加とこの問題を訴えるセ

ミナーや、国内で子どもの権利を普及させるための連続講座などの開催。 

NGO フォーラムで団体が実現したい活動 

貧困から発生する、さまざまな子どもの権利侵害（児童労働、なかでも最悪の形態と言われている子ども買春、子どもポ

ルノ）、をなくすための世界に向けての政策提言、企業や個人も巻き込んだ社会的議論につなげる活動。 

 

①貧困・開発ユニット  ○ 
②環境ユニット  
③人権・平和ユニット  ○ 

①運営ＮＧＯ   
②サポートＮＧＯ  ○ 


